
1　配合飼料価格差補てん事業

（1）価格差補てん契約締結
畜産経営者及び一般社団法人全日本配合飼料価格畜産安定基金との間に令和８年度

価格差補てん契約を締結する。
・契約予定件数 4,958 件
・契約予定数量 2,759 千トン

　　原料価格に起因する配合飼料価格の変動によって生ずる畜産経営者の損失を補てんすること、及び、（2）通常補てん生産者積立金の徴収および納付
・通常積立金（800円/トン） 2,207 百万円

（3）価格差補てん金の受領および交付

　　（1）配合飼料の価格差補てん制度に係る契約締結、積立金の徴収及、補てん金交付に関する事業（4）契約数量変更並びに解約手続き

2　肉用子牛価格安定事業（肉用子牛生産者補給金制度）

　肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業に係る事務委託契約に基づき、個体登録申込
関係事務等を行う。

・契約予定者数 78 戸
・登録予定頭数 39 千頭

３　肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）

　肉用牛肥育経営安定交付金制度事業に係る事務委託契約に基づき、飼料会社等および
　　29会員（令和2年4月1日現在） 契約生産者に対する指導、関係書類の取りまとめおよび推進事務等を行う。

・契約予定者数 112 戸
・登録予定頭数 77 千頭

４　肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン）

　肉豚経営安定交付金制度事業に係る事務委託契約に基づき、参加申込・販売報告関係
事務および生産者負担金の徴収等を行う。

・契約予定者数 4 戸
・事業対象予定頭数 49 千頭

５　リース事業、クラスターリース事業

（1）畜産環境整備リース事業に係る貸付料の請求、回収を行う。

（2）一般社団法人北海道酪農畜産協会との業務委託契約に基づき、畜産・酪農収益力
強化整備等特別対策事業（機械導入事業）に係る業務を行う。

6　その他

（1）北海道全日本畜産経営者協会との委託契約に基づき、各会議の開催に関する業務
を行う。

（2）その他、目的達成のために必要な事業を行う。

令和７年度事業計画（概要）


